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【提案の背景・現状】 

○ 近年、多様な性への理解を拡げるためのパレードが全国で開催され、本県に
おいても令和４年 10 月に初めて「やまがたカラフルパレード」が行われ、報道
によれば全国から約 170 名が参加した。また、性的マイノリティへの支援を求
め活動する団体が発足するなど、多様性への関心が高まっている。 

○ 令和５年４月には、酒田市で県内初のパートナーシップ宣誓制度を導入した。 

○ 民間団体の調査によれば、性の区分が男女のみとされていることで、社会生
活上の様々な制約が生じ、不安や悩みを抱える方や、性的マイノリティである

がゆえに、偏見や誤解などにより深く傷つき、生きづらさを感じている人々が
おり、配慮や環境の整備が求められている。 

多様性への理解促進と 
誰もが安心して暮らし活躍できる社会づくりの推進 

【提案事項】 制度創設 
少子化・人口減少が進む中で、今後も持続的に発展していくためには、

年齢や性別、障がいの有無や国籍、性的指向・性自認などの違いにかかわ
らず、多様性が尊重され、誰もが、個性や能力を最大限発揮し、一人ひとり
が幸福を実感できる社会の実現を図る事がますます重要になっている。 

さらに、多様性を理解し、認め合い、受け入れ、支え合う、寛容性のある社
会を実現することで、異なる考えや能力が相乗効果を生み、地域にイノベー
ションをもたらすことも期待される。 

このことから、多様性が尊重され、誰もが生きづらさを抱えることなく安心
して暮らせる社会の実現に向け、 

（１） 総合的に調整する所管府省庁を定めた上で、丁寧な議論を積み重
ね、性的指向・性自認に関する多様性への配慮や環境整備に係るガイド
ラインを提示すること 

（２） 社会全体が性的指向・性自認をはじめとした多様性を尊重する環境
づくりに資するよう、国民の意識啓発を促進すること 

【山形県の取組み】 

○ パートナーシップ制度の導入や多様性に係る今後の県の取組に関する検討
を行うため、有識者及び当事者団体との意見交換を実施する。 

○ 自治体職員や県民に向けて、性的マイノリティを含む多様性に関する理解の
促進を図るためのセミナーを開催する。 

【解決すべき課題】 

○ 性別や婚姻などは国民全体の問題であることから、国民的な議論と政府によ
る丁寧な説明が求められている。自治体が、性的マイノリティへの支援等に取
り組んでいくため、政府は所管府省庁を定め、必要な法整備や環境整備等への
ガイドラインを示す必要がある。 

○ 社会の理解が十分に進んでいないことが、性的マイノリティへの差別や偏見
の原因となっていることから、国民の理解を深めていくことが必要である。 

新規 
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山形県担当部署：しあわせ子育て応援部 多様性・女性若者活躍課    TEL：023-630-2346 

◎令和元年度「ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関す

る県民意識・企業実態調査（山形県）」から 
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21.1%

17.2%

15.8%

8.0%

7.4%

7.2%

LGBT

ｾｸｼｭｱﾙ

・ﾏｲﾉﾘﾃｨ

カミング

アウト

【性の多様性に関する用語の知識について】 

 

％

相談できる窓口の設置

気持ちや情報を共有できる居場所づくり

更衣室やトイレ、制服など男女で

区別されているものに対する配慮

いじめや差別を禁止する法律や条例の制定

幼少期からの教育の充実

行政職員や教職員に対する研修の実施

同性同士のパートナーやその家族に対する

法律上の権利や保護の規程等

企業等に対する啓発活動の実施

同性同士のパートナーであることを証明する行政の

証明書等の発行

地域住民に対する啓発活動の実施

必要なものはない

わからない

その他

　無回答

49.6

43.5

32.4

30.1

29.3

24.8

22.9

17.1

17.0

13.7

1.2

13.0

1.2

8.3
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％

相談窓口の設置

職場内研修の実施

職場環境の整備（性別を問わない
トイレ、制服の廃止など）

指針等の作成

人事評価制度の改定

特に取り組んでいない

その他

無回答

5.8

2.5

1.7

0.0

0.0

86.8

0.0

5.0
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【企業における性的マイノリティへの配慮として取り組んでいること】 

【性的マイノリティに対する支援等について必要なもの】 

特に取り組んでいないが８割を超える 

本県は基本的な知識を身につける取組みを進めている段階にある 

５割程度 

年代別でみると、 
20～30 代で求める 
割合が高い 

(20 代 32.9%,30 代 36.3%) 
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